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終活のトラブルは事前対策で防げる

「終活」という言葉が初めて登場したのは2009年。当時は
まだ新しい概念であり、多くの人にはなじみのないものでし
た。しかし今では、終活の重要性は広く認識され、社会にしっ
かりと根付いてきています。

とはいえ、実際に終活にしっかりと取り組めている人は、
まだ少数と言えるでしょう。
「始めよう」と思いながらも、一人で進めようとして行き詰
まってしまったり、結局何も準備できないまま時間だけが過
ぎてしまう、そんな方を多く見受けます。

例えば、次のような声をよく耳にします。

•「エンディングノートを書き始めたけれど、途中で挫 
　折してしまった」
•「終活について考えたいけれど、子どもに相談するの 
　は気が引ける」
•「親が高齢になってきたが、終活について話し出すきっ 
　かけがつかめない」

私は弁護士として終活に関する法律業務に携わるなかで、

こうした悩みを日々多くの依頼者から伺っています。
「やらなければ」と思っているのに何もできないまま月日が
流れ、その結果、後々になって大きな問題が表面化する――
これは決して珍しいことではありません。

事実、親の判断能力が低下してからあわてて対応を始めた
り、遺言書がないために相続をめぐってきょうだいが対立し
てしまったりという事例は後を絶ちません。

しかし、こうした問題の多くは、事前にしっかり終活に取
り組んでいれば防げたはずなのです。

親子で進める「親子終活」という考え方

ここで簡単に自己紹介をさせてください。
私は、弁護士法人 みお綜合法律事務所に所属する弁護士、

伊藤勝彦と申します。2000年に弁護士登録をして以来、相
続、遺言、成年後見、事業承継など、個人の身近な法律問題
を中心に、25年間にわたって活動してきました。終活に関
するご相談は、これまでに1000件以上対応しています。　　

そのなかで私が強く実感していることがあります。それは、
終活は親子で取り組むべきものだということです。

相続をめぐって家族が揉めてしまうケースの多くは、先述
の通り、「事前に話し合っていれば防げた」問題です。

だから、終活を「ひとりの問題」として抱え込まず、家族
全体の問題として捉え、親子でしっかりコミュニケーション
を取って進めていくことが大切なのです。

私はこの取り組みを、「親子終活」と呼んでいます。

は　じ　め　に
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親子終活のメリットとは？

親子終活を実践することで得られる効果は次の通りです。

・遺産相続で揉めるリスクが大幅に減る
・親が望む形で最期を迎えられる安心感を得られる
・子どもは親の意思に反した医療や介護に過剰な費用 

　　をかけずに済む
・相続税の負担を軽減できる可能性が高まる

何より、親は自分の気持ちを素直に伝えることができ、子
どもはその思いをしっかりと受け止めることができます。「も
しものとき、どうしたらいいんだろう？」という不安が一つ
ずつ解消されていくのです。

実際に親子終活を実践された方々からは、「家族の絆が深
まった」「将来への不安が減った」といった前向きな声が多
く寄せられています。

本書の構成について

本書では、そんな「親子終活」の進め方について、分かり
やすく具体的にご紹介していきます。

構成は以下通りです。 
第１章では親子終活の基本的な考え方を紹介し、第2章で

は親子終活の全体像や始め方のヒントを提供します。第3章
から第７章では、子どもが親の終活をサポートする方法、具

体的な終活の手続きや注意点などについて詳しく説明しま
す。

終活は、暗く重たいものではなく、自分と家族の未来を見
つめ、よりよい関係を築くための前向きな取り組みです。

本書が、読者の皆さんにとって「親子終活」への第一歩と
なり、家族との絆をより深めるきっかけになれば、これほど
嬉しいことはありません。

それでは、ご一緒に「親子終活」の具体的な道のりを見て
いきましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　  弁護士　伊藤勝彦
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章れらの手続きができません。

例えば、銀行口座一つをとっても「凍結」されてしまう可
能性が出てきます。銀行は預金者本人の意思を確認できない
状態では、たとえ家族であっても預金の引き出しや解約を認
めないのが原則だからです。つまり、たとえ必要な支払いの
ためであっても、預金を引き出すことができなくなってしま
うのです。

手続きや支払いに時間と労力がかかる

実際、次のようなケースがありました。

兵庫県に住む68歳の田中美代子さん（仮名）は、認
知症を発症した夫（75歳）のインターネットバンキン
グの資産にアクセスできなくなりました。

記憶力のよかった夫は、パスワードをすべて自分の頭
の中で管理していました。しかし、認知症の進行によっ
てパスワードを思い出せなくなり、本人確認の質問にも
答えられなくなってしまったのです。

銀行にも相談しましたが、本人の意思確認ができない
ため、成年後見制度を利用するまで口座へのアクセスは
回復できません。銀行への手続きには3カ月かかり、そ
の間の入院費や施設費の支払いに苦労してしまいまし
た。

金銭面のトラブルを防ぐためにも、元気なうちから資産管

終活に関するトラブルは先送りが原因

近年、「終活」という言葉が広く社会に浸透し、多くの人
が関心を寄せるようになってきました。一方で、「はじめに」
で述べたように事前の対策で防げたトラブルが多くなってい
るのが実情です。

ここでは事前の終活がどれだけ重要なのかを理解するため
に、終活を先送りすることで発生する３つの主なリスクを説
明していきます。

預金などの資産を思うように使えなくなる

　終活を先送りするリスクの１つ目は、預金などの資産を思
うように使えなくなる可能性が高まることです。

これは、親世代が認知症などで判断能力が低下すると、意
思表示できず、財産の管理や処分ができなくなるためです。

もし、施設入所のために預金を引き出したり、不動産を売
却したりする必要が生じても、本人に判断能力がないと、こ

＊本書の事例に登場する人物は、すべて仮名です。個人が特定されないよう、一部、情
報を加工しています。

終活を先送りに
してはいけない
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理や情報整理について家族と情報を共有し、適切な終活を行
うことが重要なのです。

死期が近くなってから始めても間に合わない

終活を始めようとするタイミングの一つに「余命告知後」
が挙げられます。自分の命の限りがわかった段階であとに残
される家族や自分のために財産の整理や遺言状の作成などに
取りかかろうとするのです。

しかし、病気などで余命告知を受けてから終活を始めよう
としても、体力的な制約から思うように進められないという
ケースが多く見られます。これが終活を先送りにするリスク
の２つ目です。

例えば、自筆証書遺言（本人が手書きで作成する遺言書）
を作成しようとしても、手が思うように動かないという状況
では、有効な遺言書を作成することができません。

公正証書遺言（公証人が作成する遺言書）の場合も同様で
す。公証人に対して自分の意思を明確に伝える必要がありま
すが、病状によってはそれが難しくなります。

その結果、特定の相続人への多めの財産配分や、お世話に
なった人への感謝の気持ちとしての遺贈など、本来なら遺言
で実現したかった希望が叶わなくなってしまうのです。

末期がんと診断された佐藤健司さん（70歳）のお話をし
ましょう。

佐藤さんは余命告知を受けた後、急いで財産整理と遺
言書作成に取り組もうとしました。しかし、病状の悪化
により手の震えがひどく、自筆証書遺言を正しく作成で
きませんでした。公正証書遺言を作成しようと公証役場
に相談したものの、意識が朦

もう

朧
ろう

とすることが多く、自ら
の意思をはっきり伝えることが困難でした。

その結果、佐藤さんが抱いていた、特定の孫に形見分
けをしたいという希望を遺すことができず、相続が法律
通りに処理されることとなってしまったのです。

図1-1  預金などの資産を思うように使えなくなる

3カ月

夫（75歳）

銀行でも
アクセス不可

認知症の進行

支払いに困る 予防の重要性

思い出せない

本人の記憶力や判断能力が衰えると、日常でアクセスしていた資産から
お金を引き出せなくなることがある。
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第
１
章このように、余命告知後では体力や判断力の低下が終活を

妨げるリスクがあり、早めの準備が大切です。

そもそも遺言書を作れないケースも

　３つ目のリスクは遺産分割協議が難航する可能性が高まる
ことです。

これは、終活を先送りにすると、遺言書を残さないまま亡
くなってしまうことが原因です。

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割の協議をしなけ
ればならないのですが、揉めてしまうケースが少なくありま
せん。特に相続人のなかに疎遠な人がいたり、すでに行方不
明になっている人がいたりすると、話し合いすら始められな
い状況に陥ることもあります。

よくあるのは、次のような事例です。

大阪府にお住まいの山本恵子さん（84歳）には、お
子さんがいませんでした。高齢になって体力が落ち、日々
の暮らしに困るようになってからは、年の離れた、いと
こである亮子さんがこまめに世話をしてくれました。
「亮子さんは2日とあけずに顔を出して、買い物や病院
に付き添ってくれる。一緒にお茶を飲みながらお話しす
る時間が本当に楽しくて。私の心の支えなの」と山本さ
んは生前、友人に話していたそうです。山本さんは、「私
の財産は少ないけれど、せめてこれを亮子さんに残して

恩返ししたい」と強く願っていました。　
　しかし、遺言を書かないまま亡くなったため、法定相
続人である実のきょうだいに財産が均等に分配されるこ
とに……。生前の介護や身の回りの世話を献身的にして
くれた亮子さんには、法定相続人ではないため、何も残
せないという結果になってしまったのです。

遺言がなければ、本人の希望とは異なる形で財産が分配さ
れてしまう可能性があるというわけです。

親子終活で無用のトラブルを防げる

ここまでに紹介した以外にも、家族間の疑心暗鬼や争いが
生まれやすくなるといったリスクもあります。

親と同居している子どもと別居している子どもの間で、財
産管理を巡る疑念が生じやすくなり、「姉さんが、父親の財
産を使い込んでいるのではないか」といった疑いから、きょ
うだいの仲に亀裂が入るケースなどは決して少なくありませ
ん。

いずれのケースでもトラブルを防ぐために、できることは
親が元気なうちから、終活に取り組むということ。定期的に
財産状況を親子で共有したり、将来について話し合いを重ね
る「親子終活」が大切なのです。




